
○横手市小規模修繕等契約希望者登録要領 

平成１７年１０月１日 

訓令第５１号 

改正 平成２０年３月２８日訓令第５号 

平成３０年１１月２１日訓令第１３号 

（目的） 

第１条 この訓令は、市が発注する小規模な修繕等について、市の入札参加資格審査申請が困難

な市内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これに登録された小規模事業者の積極的

活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図る

ことを目的とする。 

（契約の対象） 

第２条 小規模な修繕等の契約（以下「小規模修繕等契約」という。）の対象は、原則として、

その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められた１３０万円以下のものとする。 

（登録できる事業者） 

第３条 登録ができる小規模事業者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とし、建設業の

許可の有無、経営組織、作業員数等は問わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該

当する事業者は除く。 

（１） 市内に主たる事業所を置かない者 

（２） 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていないもの 

（３） 横手市建設工事入札参加者資格審査要綱（平成１７年横手市告示第１４号。以下「審

査要綱」という。）に基づく、市内建設業有資格者名簿に登載されている者 

（４） 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者 

（５） 希望業種について、自ら施工できないと認められる者 

（６） 公共発注の相手方として不適当と認められる者 

（７） 市税等を滞納している者 

（登録申請の受付期間及び登録の有効期間） 

第４条 登録申請の受付期間（以下「正規の受付期間」という。）は、審査要綱の手続に準じて

定めるものとする。ただし、やむを得ない理由で市長が認めた場合は、正規の受付期間以外で

あっても登録の申請を受け付けることができる。 

２ 登録の有効期間は、名簿登載の日から次期の定期の審査に基づく名簿登載の日の前日までと

する。前項ただし書の規定により正規の受付期間以外に受付した登録の有効期間は、正規の受

付期間における登録の有効期間と同じとする。 

（登録の申請） 

第５条 登録しようとする事業者は、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 



（１） 小規模修繕等契約希望者登録申請書（様式第１号） 

（２） 納税証明書 

（３） 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

（登録名簿への登録等） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、第３条各号に規定する登

録ができない事業者と認めたときは、当該申請書を提出した事業者にその旨を通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の審査の結果、第３条に規定する登録ができる事業者と確認したときは、小規

模修繕等契約登録名簿（以下「登録名簿」という。）に登録するとともに、庁内及び一般にも

公開し、該当する契約に係る業者選定に際して、積極的に見積参加機会を与えるものとする。 

３ 市長は、事業者が前項の規定により登録名簿に登録された後、第３条各号に規定する登録が

できない事業者に該当するものであると認めた場合は、当該事業者を登録名簿から除外するこ

とができる。この場合において、当該除外されることとなった事業者に対しその旨を通知する

ものとする。 

（登録事項の変更の届出） 

第７条 登録名簿に登録されている事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、小

規模修繕等契約希望者登録事項変更届（様式第２号）又は小規模修繕等契約希望者登録事業休

止・廃止届（様式第３号）により届出をしなければならない。 

（１） 住所又は所在地及び電話番号等を変更したとき。 

（２） 氏名又は法人名称及び代表者を変更したとき。 

（３） 廃業等により営業ができないとき。 

（４） 登録を辞退したいとき。 

２ 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、速やかにその旨庁内及び一般に公開する

ものとする。 

（契約保証金の免除） 

第８条 登録名簿に登録された事業者と小規模修繕等契約を締結する場合の契約保証金は、免除

する。 

附 則 

この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日訓令第５号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１１月２１日訓令第１３号） 



（施行期日） 

１ この訓令中第１条の規定は平成３１年１月１日から、第２条の規定は平成３１年４月１日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際、この訓令による改正前の横手市小規模修繕等契約希望者登録要領様式

第１号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


